
 

船舶事故調査報告書 
 

 

船種船名 油タンカー しんみち丸 

船舶番号 １３６８２２（ＩＭＯ番号 ９２６７７３０） 

総トン数 ３,７８５トン 

 

船種船名 作業船（ゴムボート） （船名なし） 

船舶番号 なし 

重  量 ２０８.５kg 

 

船種船名 警戒船（ゴムボート） （船名なし） 

船舶番号 なし 

重  量 ２０８.５kg 

 

  Ⅰ １件目の事故 

   事故種類 乗揚（しんみち丸） 

   発生日時 平成３０年１１月２１日 ０７時５５分ごろ 

発生場所 東京都小笠原村硫黄島西方沖 

硫黄島飛行場灯台から真方位２７４°１.９海里付近            

（概位 北緯２４°４６.９′ 東経１４１°１７.２′） 

 

  Ⅱ ２件目の事故 

   事故種類 転覆（作業船（ゴムボート、船名なし）） 

発生日時 平成３０年１１月２１日 １０時５６分ごろ 

発生場所 東京都小笠原村硫黄島西方沖 

硫黄島飛行場灯台から真方位２７２°１.９海里付近 

（概位 北緯２４°４６.９′ 東経１４１°１７.３′） 

 

  Ⅲ ３件目の事故 

   事故種類 転覆（警戒船（ゴムボート、船名なし）） 

発生日時 平成３０年１１月２１日 １１時３０分ごろ 

発生場所 東京都小笠原村硫黄島西方沖 

硫黄島飛行場灯台から真方位２６０°１.８海里付近 

（概位 北緯２４°４６.５′ 東経１４１°１７.４′） 



 

令和元年１１月２０日      

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                   委   員  田 村 兼 吉 

                   委   員  岡 本 満喜子 

 

 

要 旨 
 

＜概要＞ 

（１件目の事故） 

油タンカーしんみち丸は、船長ほか１０人が乗り組み、東京都小笠原村硫黄島西方

沖において、ブイ係留作業中、平成３０年１１月２１日０７時５５分ごろ浅所に乗り

揚げた。 

しんみち丸は、船底外板にペイント剝
はく

離を生じたが、死傷者はいなかった。 

 

（２件目の事故） 

 作業船（ゴムボート、船名なし）は、船長ほか作業員５人が乗り組み、東京都小笠

原村硫黄島西方沖において、乗り揚げた油タンカーしんみち丸のブイ係留の支援作業

中、平成３０年１１月２１日１０時５６分ごろ転覆した。 

作業船（船名なし）は、作業員１人が死亡し、船外機に濡損を生じた。 

 

（３件目の事故） 

 警戒船（ゴムボート、船名なし）は、艇指揮及び艇長ほか２人が乗り組み、東京都

小笠原村硫黄島西方沖において、作業船（船名なし）が行うブイ係留支援作業の警戒

業務中、平成３０年１１月２１日１１時３０分ごろ転覆した。 

 警戒船（船名なし）は、船外機に濡損を生じたが、死傷者はいなかった。 

 

＜原因＞ 

（１件目の事故） 

本事故は、硫黄島西方沖において、英和運輸株式会社及び上野トランステック株式

会社により、喫水に対応する‘４基の係留ブイに囲まれた海域内の中央より東北東側’

（本件海域）の余裕水深が確保されていない状態でしんみち丸が配船され、しんみち

丸のブイ係留作業に関する運航中止基準が定められていない中、しんみち丸が、西方

から波高約２ｍのうねりが発生している状況下で同作業を行ったため、うねりにより



 

係留ブイに繋ぎ止めた船尾係船索が走出し、本件海域の浅所に向かって圧流されて乗

り揚げたものと考えられる。 

しんみち丸が英和運輸株式会社及び上野トランステック株式会社により喫水に対応

する本件海域の余裕水深が確保されていない状態で配船されたのは、英和運輸株式会

社及び上野トランステック株式会社がブイ係留作業に関する安全性の検討を行わずに

しんみち丸のブイ係留作業をしんみち丸の船長に委ねていたことによるものと考えら

れる。 

しんみち丸が、英和運輸株式会社及び上野トランステック株式会社によりしんみち

丸のブイ係留作業に関する運航中止基準が定められていない中、西方から波高約２ｍ

のうねりが発生している状況下で同作業を行ったのは、しんみち丸の船長が、右舷錨

及び右舷船尾の係船索を併用することで、うねりによるしんみち丸の本件海域への圧

流を防ぐことができると思っていたこと、及びブイ係留作業実施決定の連絡を受け、

作業船（船名なし）が支障なくしんみち丸のブイ係留支援作業（本件支援作業）を行

うことができると思っていたことによるものと考えられる。 

英和運輸株式会社及び上野トランステック株式会社がブイ係留作業に関する運航中

止基準を定めていなかったこと、しんみち丸船長、作業管理者、作業船船長及び現場

指揮官間でブイ係留作業等の実施の可否決定に関する協議が適切に行われずにブイ係

留作業が実施されたこと、並びにしんみち丸船長が予定された貨物量を減じて本件海

域の余裕水深を確保するよう上野トランステック株式会社に進言することができな 

かったことは、本事故の発生に関与したものと考えられる。 

 

（２件目の事故） 

本事故は、硫黄島西方沖において、上野マリン・サービス株式会社により本件支援

作業に関する運航中止基準が定められていない中、作業船（船名なし）が、波高約 

２～３ｍの磯波が発生している状況下で本件支援作業を行ったため、本件支援作業中

に左舷船尾方から波浪を受け、右舷側に傾斜して転覆したものと考えられる。 

作業船（船名なし）が、上野マリン・サービス株式会社により本件支援作業に関す

る運航中止基準が定められていない中、波高約２～３ｍの磯波が発生している状況下

で本件支援作業を行ったのは、次のことによるものと考えられる。 

(1) 作業管理者及び作業船船長が、海上自衛隊が本件支援作業の実施の可否決定

を行うという認識がある中で、本件支援作業の業務委託を受けている立場で中

止を主張し難いという思いがあったこと、及び横転するおそれがある切迫した

状況のしんみち丸からの本件支援作業の実施依頼を拒むことができなかったこ

と。 

(2) 現場指揮官が、請負契約上の本件支援作業実施の可否決定権者である作業管



 

理者から中止する旨の発言がなかったこと及び本件支援作業を行うことにより

しんみち丸が横転するおそれがある切迫した状況を脱することを期待していた

ことから、本件支援作業の中止を要請するに至らなかったこと。 

上野マリン・サービス株式会社が本件支援作業に関する運航中止基準を定めていな

かったこと、及び本件支援作業の実施の可否決定を行う権限の所在が明確にされてお

らず、しんみち丸船長、作業管理者、作業船船長及び現場指揮官間でブイ係留作業等

の実施の可否決定に関する協議が適切に行われずに本件支援作業が実施されたことは、

本事故の発生に関与したものと考えられる。 

 

（３件目の事故） 

本事故は、硫黄島西方沖において、警戒船（船名なし）が、波高約２～３ｍの磯波

が発生している状況下で本件支援作業の警戒業務を行ったため、同業務中に船尾方か

ら波浪を受けてバッテリーに濡損を生じ、船外機が停止して航行不能となり、漂流し

たのちに右舷方から波浪を受け、左舷側に傾斜して転覆したものと考えられる。 

警戒船（船名なし）が波高約２～３ｍの磯波が発生している状況下で本件支援作業

の警戒業務を行ったのは、現場指揮官が、本件支援作業を行うことによりしんみち丸

が横転するおそれがある切迫した状況を脱することを期待し、本件支援作業の中止を

要請するに至らなかったことによるものと考えられる。 

しんみち丸船長、作業管理者、作業船船長及び現場指揮官間でブイ係留作業等の実

施の可否決定に関する協議が適切に行われずに本件支援作業の警戒業務が実施された

ことは、本事故の発生に関与したものと考えられる。 
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１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

1.1.1 １件目の事故 

油タンカーしんみち丸は、船長ほか１０人が乗り組み、東京都小笠原村硫黄島西

方沖において、ブイ係留作業中、平成３０年１１月２１日０７時５５分ごろ浅所に

乗り揚げた。 

しんみち丸は、船底外板にペイント剝離を生じたが、死傷者はいなかった。 

 

 1.1.2 ２件目の事故 

 作業船（ゴムボート、船名なし）は、船長ほか作業員５人が乗り組み、東京都小

笠原村硫黄島西方沖において、乗り揚げた油タンカーしんみち丸のブイ係留の支援

作業中、平成３０年１１月２１日１０時５６分ごろ転覆した。 

作業船（船名なし）は、作業員１人が死亡し、船外機に濡損を生じた。 

 

1.1.3 ３件目の事故 

  警戒船（ゴムボート、船名なし）は、艇指揮及び艇長ほか２人が乗り組み、東京

都小笠原村硫黄島西方沖において、作業船（船名なし）が行うブイ係留支援作業の

警戒業務中、平成３０年１１月２１日１１時３０分ごろ転覆した。 

  警戒船（船名なし）は、船外機に濡損を生じたが、死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成３０年１１月２６日、本事故の調査を担当する主管調査

官（横浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

平成３０年１１月２７日、１２月１８日、平成３１年１月１５日、１７日、２２

日～２４日、２８日、２月２８日、４月２日、３日、令和元年６月３日、１９日、

２０日 口述聴取 

平成３０年１２月１２日、平成３１年２月１日、１４日、３月１５日、４月９日、

令和元年５月１０日、２０日、２７日、２８日、６月６日、２１日、２５日 回答

書受領 

平成３０年１２月１６日 現場調査及び口述聴取 

  令和元年５月９日 口述聴取及び回答書受領 
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1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

2.1.1 電子海図情報表示装置による運航の経過 

しんみち丸（以下「Ａ船」という。）の電子海図情報表示装置（ＥＣＤＩＳ）*1

の記録によれば、平成３０年１１月２１日０７時１８分５３秒～０８時０２分４３

秒の間におけるＡ船の運航の経過は、表１のとおりであった。 

船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、対地針路及び船首

方位は真方位（以下同じ。）である。 

 

表１ Ａ船のＥＣＤＩＳの記録（抜粋） 

時 刻 

（時:分:秒） 

船  位 
対地針路 

（°） 

船首方位 

（°） 

対地速力 

（ﾉｯﾄ(kn)） 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

07:18:53 24-46-36.5 141-17-04.9 326.0 335.0 0.9 

07:22:53 24-46-40.0 141-17-04.0 348.0 316.3 0.7 

07:26:23 24-46-42.2 141-16-59.0 304.0 345.1 1.8 

07:30:23 24-46-48.8 141-16-59.1 028.0 058.1 1.4 

07:33:53 24-46-50.0 141-17-03.7 066.0 057.6 1.4 

07:38:43 24-46-52.8 141-17-12.0 081.0 110.6 0.7 

07:39:43 24-46-53.2 141-17-11.8 009.0 134.3 0.4 

07:41:13 24-46-53.8 141-17-11.8 356.0 157.0 0.6 

07:42:43 24-46-55.4 141-17-10.9 330.0 149.3 0.9 

07:44:03 24-46-56.0 141-17-10.8 037.0 153.0 0.4 

07:45:23 24-46-56.1 141-17-11.2 086.0 161.6 0.3 

07:46:33 24-46-55.9 141-17-11.6 125.0 165.8 0.5 

07:47:53 24-46-55.4 141-17-12.0 134.0 162.8 0.7 

                         
*1 「電子海図情報表示装置（ＥＣＤＩＳ：Electronic Chart Display and Information System）」

とは、ＩＨＯ（国際水路機関）の基準を満たす公式電子海図（航海用電子海図又は航海用ラスター海

図）上に自船の位置を表示するほか、レーダー、予定航路等その他の情報を重ねて表示することがで

きる装置をいう。 
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07:49:03 24-46-55.0 141-17-12.7 134.0 169.6 0.6 

07:50:13 24-46-55.1 141-17-12.8 126.0 168.0 0.2 

07:51:33 24-46-55.0 141-17-13.3 136.0 170.8 0.3 

07:52:43 24-46-54.8 141-17-13.8 116.0 179.3 0.5 

07:53:43 24-46-54.7 141-17-13.6 218.0 158.1 0.4 

07:55:53 24-46-55.4 141-17-14.0 049.0 157.3 0.4 

08:02:43 24-46-55.3 141-17-14.8 153.0 159.1 0.1 

 

2.1.2 各船舶の運航状況 

    (1) Ａ船 

      Ａ船の船舶所有者である英和運輸株式会社（以下「Ａ₁社」という。）及び

運航者である上野トランステック株式会社（以下「Ａ₂社」という。）の担

当者の口述並びに海上自衛隊の回答書によれば、次のとおりであった。 

① Ａ船は、Ａ₁社とＡ₂社との間に結ばれた定期用船契約に基づき、Ａ₂社

が貨物運送契約を結んでいる荷主（以下「Ａ₃社」という。）に依頼された

貨物の運送を行っており、就航以降、Ａ₃社が海上自衛隊と貨物の売買契

約を結んだ際、硫黄島への運送を行っていた。 

     ② Ａ船は、硫黄島で揚げ荷役を行う際、同島西方沖に設置された４基の係

留ブイ（以下最も北方に設置されたブイから反時計回りにそれぞれ「１番

ブイ」、「２番ブイ」、「３番ブイ」、「４番ブイ」という。）にそれぞれ各２

本の係船索を繋
つな

ぎ止め、ブイ係留していた。 

    (2) 作業船（船名なし） 

Ａ船のブイ係留支援作業（以下「本件支援作業」という。）等を請け負っ

た上野マリン・サービス株式会社（以下「Ｂ₁社」という。）担当者の口述

及び海上自衛隊の回答書によれば、海上自衛隊が所有する作業船（船名なし、

以下「Ｂ船」という。）は、Ｂ₁社が海上自衛隊から本件支援作業等を請け

負った際、Ｂ₁社と業務委託契約を結んでいる東栄海運株式会社（以下「Ｂ₂

社」という。）の船員等が乗り組み、本件支援作業等に当たっていた。 

(3) 警戒船（船名なし） 

硫黄島の揚げ荷役作業における海上自衛隊側の作業指揮に当たる担当者

（以下「指揮官Ｃ」という。）、海上自衛隊が所有する警戒船（船名なし、

以下「Ｃ船」という。）の艇指揮（以下「艇指揮Ｃ」という。）及び艇長

（以下「艇長Ｃ」という。）の口述並びに海上自衛隊の回答書によれば、Ｃ

船は、海上自衛隊員が乗り組み、本件支援作業中にＢ船の乗組員が落水した
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際の救助等を行う目的で警戒業務に当たっていた。 

 （図１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

図１ Ａ船の揚げ荷役に関わる各組織等の相関図 

 

2.1.3 乗組員等の口述による事故の経過（１件目の事故） 

Ａ船の船長、航海士２人、機関長（以下それぞれ「船長Ａ」、「航海士Ａ₁」、

「航海士Ａ₂」、「機関長Ａ」という。）、Ｂ船の船長（以下「船長Ｂ」とい

う。）、Ｂ₂社の作業管理者（以下「管理者Ｂ」という。）、艇指揮Ｃ、艇長Ｃ、

Ａ₁社管理責任者、指揮官Ｃ及び貨物の受領確認を行う海上自衛隊の担当者（以下

「受領官Ｃ」という。）の口述によれば、次のとおりであった。 

指揮官Ｃ、受領官Ｃ、船長Ｂ、管理者Ｂ、Ａ₃社の代行業者等は、本件支援作業

実施の可否判断を行う目的で、平成３０年１１月２１日０６時３０分ごろ、東京都

小笠原村硫黄島の西岸に集まった。 

指揮官Ｃは、硫黄島西方沖で錨泊中のＡ船とトランシーバで交信し、ブイ係留作

業を実施するに当たり、気象及び海象に問題ないかの問合せを行い、船長Ａから問

題ないとの回答を受けた。 

指揮官Ｃ、受領官Ｃ、船長Ｂ、管理者Ｂ、海上自衛隊員等は、海上自衛隊の気象

観測員が観測したＡ船がブイ係留を行う海域付近の気象及び海象観測値並びに各自

の目測を基に、本件支援作業実施の可否についての協議を行って本件支援作業の実

施を決定し、指揮官Ｃは、船長Ａにトランシーバでブイ係留作業実施決定の連絡を

行った。 

Ａ船は、船長Ａほか１０人が乗り組み、船長Ａが、船橋で操船指揮に当たり、機

関長Ａをエンジンテレグラフ 2 の操作に、航海士Ａ₁ほか３人を船首配置に、航海

士Ａ₂ほか３人を船尾配置にそれぞれつけ、０７時１８分ごろ硫黄島西方沖に設置

された４基の係留ブイに囲まれた海域に向けて錨地を出発した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか４人が乗り組み、Ａ₃社の代行業者３人を乗せ、硫黄島北西

岸の発着場を出発し、Ａ船に同代行業者を移乗させた後、本件支援作業に当たった。 

                         
2 「エンジンテレグラフ」とは、操舵室から機関操作場所へ主機関操作の指令を伝達する装置をいう。 

海上自衛隊 

Ａ₁社 

Ａ₂社 

Ｂ₁社 

Ｂ₂社 

Ａ₃社 

Ａ船 

Ｂ船 Ｃ船 

貨物運送契約 

定期用船契約 

業務委託契約 

請負契約 売買契約 

所有 

所 有 
海上自衛隊員 

船員等 

船員 
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Ｃ船は、艇指揮Ｃ、艇長ほか２人が乗り組み、受領官Ｃ、他の受領官２人及びＡ

船とＢ船等との連絡役を担う通信員２人を乗せ、Ｂ船と共に発着場を出発し、Ａ船

に受領官及び通信員を移乗させた後、警戒業務に当たった。 

船長Ａは、２番ブイ、１番ブイ、４番ブイ、３番ブイの順序でブイ係留作業を実

施することとし、その旨を通信員がトランシーバでＢ船に伝えた。（以下Ａ船、Ｂ

船及び指揮官Ｃとの間の交信については、「通信員」、「トランシーバ」を省略する。） 

Ａ船は、０７時３５分ごろ３番ブイの北西方沖で右舷錨を投下し、１節２７.５

ｍの錨鎖を５節繰り出して東北東進した。 

船長Ａは、２番ブイと３番ブイとの間付近で右回頭して船首を南南東方に向け、

‘４基の係留ブイに囲まれた海域内の中央より東北東側’（以下「本件海域」とい

う。）の余裕水深を確保していないので、舵、主機及びバウスラスターを種々使用

し、ＥＣＤＩＳの画面を確認しながら本件海域の西南西側の２番ブイと３番ブイと

を結ぶ線上付近に船体の位置を保持するように操船した。（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ ＥＣＤＩＳ画像によるＡ船の操船状況（０７時４２分ごろ） 

 

Ａ船は、Ｂ船に右舷船尾部から２本の係船索を送り、Ｂ船は、同索２本を２番ブ

イに繋ぎ止めた。 

Ａ船は、船長Ａが、左舷船尾部から係船索を１番ブイに送ろうとしていたところ、

船長Ｂから１番ブイ付近のうねりが高いので近づくことが困難である旨の連絡を受

け、係留順序を変更して先に４番ブイに係船索を取るよう伝えた後、Ｂ船に左舷船

首部から係船索を送った。 

Ｂ船の作業員２人は、Ｂ船が４番ブイに横付けした後、同ブイに移乗してＢ船か

ら係船索を受け取ろうとしていたところ、うねりを受けた同ブイが傾斜し、落水し

そうになったものの、同ブイのリングなどにつかまり、落水を免れた。 

船長Ａは、船長Ｂから４番ブイに係留できない旨を聞き、再度、係留順序を変更

し、先に３番ブイに係船索を取るよう連絡した。 

１番ブイ 

２番ブイ 

航跡 

３番ブイ 
４番ブイ 錨 

硫黄島 

ブイ係留海域 

管理者Ｂ、 

指揮官Ｃ等の 

待機場所 

発着場 
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航海士Ａ₂は、Ａ船が右舷方からのうねりを受けて船尾部が本件海域に向かって

東方に圧流されていたので、２番ブイに繋ぎ止めた係船索用のムアリングウインチ

（以下「ウインチ」という。）２台のブレーキを締めた後、Ａ船の船尾部がうねり

を受け、たるんでいた同索が緊張し始め、ウインチのホーサードラムに巻かれた同

索が締まっていく状況を認めた。 

船長Ａは、航海士Ａ₁に右舷船首部からＢ船に３番ブイに繋ぎ止める係船索を送

るよう指示した後、船尾部が本件海域に向かって南東方に圧流されていたので、航

海士Ａ₂に２番ブイに繋ぎ止めた係船索をウインチで巻くように指示した。 

Ａ船は、航海士Ａ₂が、甲板手に指示し、ブレーキを緩めさせ、ウインチのレ 

バーを操作して係船索を巻き取ろうとしたものの、係船索が、繰り出される方向に

ホーサードラムが回転して走出し始めた。 

（図３、図４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ ＥＣＤＩＳ画像によるＡ船の状況  図４ ＥＣＤＩＳ画像によるＡ船の状況 

（０７時４８分ごろ）          （０７時５３分ごろ） 

 

Ａ船は、航海士Ａ₂が、甲板手にブレーキを締めるように指示するとともに、船

長Ａにその旨を伝え、船長Ａが、主機を微速力前進として左舵を一杯とし、船尾部

を右方に振ろうとしたものの、本件海域に向かって船尾部が圧流され続け、０７時

５５分ごろ本件海域の浅所に乗り揚げた。 

船長Ａは、船尾船底部付近からの衝撃を感じ、Ａ船が右舷側に約２°～３°傾斜

したので、乗り揚げたことを知り、その旨を指揮官Ｃに連絡した。 

航海士Ａ₁は、船体に衝撃を感じたので、乗り揚げたと思い、右舷錨の錨鎖を巻

き揚げようと揚錨機のレバーを操作したものの、巻き揚げることができなかった。 

Ｂ船は、３番ブイにＡ船の右舷船首部からの係船索１本を繋ぎ止めた後、船長Ｂ

が、指揮官ＣからＡ船が乗り揚げた旨を聞き、その後、一旦発着場に戻るよう連絡

を受け、Ｃ船と共に、受領官Ｃ及びＡ₃社の代行業者２人以外のＡ船の乗船者５人

をＡ船から移乗させ、発着場に戻った。 

１番ブイ 

２番ブイ 

３番ブイ 

４番ブイ 

対地針路線 

錨 
対地針路線 

錨 

１番ブイ 

２番ブイ 
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４番ブイ 

係船索 
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船長Ａは、本事故の発生をＡ₁社及び海上保安庁に通報し、Ａ₁社は、サルベージ

会社に救助を要請した。 

Ａ船は、徐々に右舷側に傾斜し始め、約１２°まで傾斜し、船長Ａから指示を受

けた乗組員が、清水の排出及び中央貨物タンクから船首貨物タンクへの積荷の移送

を行って船尾の喫水を約７０cm 浅くしたものの、離礁することができなかった。

（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

写真１ 乗揚後のＡ船（１１時００分ごろ、海上自衛隊提供） 

 

１件目の事故の発生日時は、平成３０年１１月２１日０７時５５分ごろであり、発

生場所は、硫黄島飛行場灯台から２７４°（真方位、以下同じ。）１.９海里（Ｍ）付

近であった。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ Ａ船の航行経路図 参照） 

 

2.1.4 乗組員等の口述による事故の経過（２件目及び３件目の事故） 

船長Ａ、船長Ｂ、Ｂ船の作業員、管理者Ｂ、艇指揮Ｃ、艇長Ｃ、指揮官Ｃ、受領

官Ｃ及び海上自衛隊救難員の口述によれば、次のとおりであった。 

船長Ａは、Ａ船船体の傾斜が増大して横転することを懸念し、揚げ荷役を行って

Ａ船の喫水を浅くすれば離礁させることができると思い、揚げ荷役を実施したい旨

を受領官Ｃに伝え、その旨を受領官Ｃがトランシーバで指揮官Ｃに伝えた。（以下

Ａ船、Ｂ船、Ｃ船、管理者Ｂ及び指揮官Ｃとの間の交信については、「受領官Ｃ」、

「トランシーバ」を省略する。） 

指揮官Ｃから船長Ａと直接話すよう伝えられた管理者Ｂは、Ａ船が不完全な係留

状態で揚げ荷役を実施した場合、船体が移動し、陸上側と連結する揚げ荷用の設備

が破損する可能性があるので、Ａ船を４基の係留ブイに係留する必要がある旨を船

長Ａに伝えた。 
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管理者Ｂは、船長Ａから海面の状況を見ながら本件支援作業を実施してほしい旨

を依頼され、１番ブイから４番ブイ付近の磯波
いそなみ

*3 が発生し、波浪が高くなってきて

いる状況下でＢ船を運航させることが危険であると思い、困難である旨を伝えたも

のの、船長Ａからの依頼を断ることができず、Ｂ船の作業員を１人増員し、４番ブ

イ、１番ブイの順序で本件支援作業を再開することとした。 

Ｂ船は、船長Ｂほか作業員５人が乗り組み、船長Ｂが船尾で船外機の操縦ハンド

ルを持って操船し、また、Ｃ船は、艇指揮Ｃ及び艇長Ｃほか２人が乗り組み、艇長

Ｃが船尾で船外機の操縦ハンドルを持って操船し、平成３０年１１月２１日１０時

３０分ごろ発着場をそれぞれ出発した。 

Ｂ船は、磯波を避けながら航行し、Ａ船の左舷船首部付近に近づき、同船首部か

ら繰り出された係船索を受け取り、４番ブイに２本の係船索を繋ぎ止めた。 

船長Ｂは、Ａ船から１番ブイに向かうように依頼されたが、１番ブイ付近の波浪

が高く見えたので、接近することが困難である旨を返答したものの、再度依頼され

たので、様子を見ながら１番ブイに向けて航行することとした。（図５参照） 

  

 

 

 

 

 

 

図５ ４番ブイ係留後の状況 

 

Ｂ船は、船長Ｂが、危険を感じながらも１番ブイに向けて陸側の比較的穏やかな

海域を経由しようと２～３kn の速力（対地速力、以下同じ。）で航行を開始し、４

番ブイの北方約３０ｍのところで、左舷船尾方から波高約２～３ｍの波浪を受けて

左舷船尾部が持ち上がり、１０時５６分ごろ右舷側に傾斜して転覆し、全員が落水

した。 

Ｃ船は、Ｂ船の北東方１０ｍ付近で警戒業務に当たっていたところ、船尾方から

波高約２～３ｍの波浪を受けて海水が船内に浸入し、船外機が停止した。 

艇長Ｃは、Ｃ船の船外機を始動させようとしたものの、始動させることができず、

船外機のバッテリー収納箱を確認したところ、海水が滞留してバッテリーが濡れて

                         
*3  「磯波」とは、風浪やうねりが海岸に近づき、水深の減少に伴い波長が短くなり、波高が高くな

るとともに、波形も非対称となり峰の前面の傾きが大きくなり、波形の変形がある限界を越えて不

安定となり波頭が砕けた波をいう。 

１番ブイ 

２番ブイ 

３番ブイ 
４番ブイ 

Ａ船 

Ｃ船 

Ｂ船 

錨 

係船索 
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いるのを認め、艇指揮Ｃは、航行不能となったことを指揮官Ｃに報告した。 

船長Ｂ及びＢ船の作業員１人は、Ｃ船に向けて泳ぎ、Ｃ船から投じられた救命浮

環につかまり、たぐり寄せられてＣ船上に引き上げられ、落水した他の作業員４人

は、転覆したＢ船につかまった。 

Ｂ船につかまっていた作業員の１人（以下「作業員Ｂ」という。）は、波浪を受

け、Ｂ船から離されて漂流を始めた。 

Ｂ船につかまっていた別の作業員の１人は、救命胴衣が脱げたという作業員Ｂの

声が聞こえたが、波が打ち寄せる中、Ｂ船から離れないように必死にしがみついて

いる状態であったので、作業員Ｂの状況を確認することができなかった。 

指揮官Ｃは、艇指揮ＣからＢ船及びＣ船の状況を聞き、硫黄島内に駐機している

海上自衛隊の救難ヘリコプタの派遣要請を行った。 

Ｃ船は、南方に漂流した後、右舷方から波高約２～３ｍの波浪を受けて右舷側が

持ち上がり、１１時３０分ごろ左舷側に傾斜して転覆し、全員が落水した。 

Ｃ船の落水した６人は、転覆したＣ船につかまって救助を待った。 

作業員Ｂは、来援した救難ヘリコプタの救難員により、顔が海面に没水して救命

胴衣を着用していない状態で漂流しているところを発見され、１１時３３分ごろ吊
つ

り上げ救助された。 

救難ヘリコプタは、Ｂ船及びＣ船の落水者全員を順番に吊り上げ救助し、その後、

船長Ａ及び機関長Ａ以外のＡ船の乗組員９人及び乗船者３人をそれぞれ吊り上げ救

助した。 

心肺停止状態で救助された作業員Ｂは、心臓マッサージ及び人工呼吸が施された

ものの、意識が戻らず、海上自衛隊の航空機により海上自衛隊厚木基地に移送され

た後、神奈川県大和市所在の病院に搬送されたが、死亡が確認された。 

 

２件目の事故の発生日時は、平成３０年１１月２１日１０時５６分ごろであり、発

生場所は、硫黄島飛行場灯台から２７２°１.９Ｍ付近であった。 

３件目の事故の発生日時は、平成３０年１１月２１日１１時３０分ごろであり、発

生場所は、硫黄島飛行場灯台から２６０°１.８Ｍ付近であった。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 

2.1.5 事故後の経過 

Ａ船は、１１月２１日１７時３０分ごろ自然離礁し、船長Ａ及び機関長Ａが２番

ブイ、３番ブイ及び４番ブイに繋ぎ止めた係船索の長さを調整し、本件海域の西方

に移動した。 

Ａ船は、船長Ａ及び機関長Ａにより浸水など異常がないことが確認され、２２日
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に乗組員９人が乗船し、２３日、来援した巡視船により小笠原村母島沖港に向けて

えい
．．

航され、同港港外に到着後錨泊した。 

Ａ船は、２５日、サルベージ会社の潜水士が船底を調査した結果、ペイント剝離

が確認され、Ａ₁社により自力航行可能と判断され、１２時３０分ごろ、関門港に

向けて母島沖港港外の錨地を出航した。 

Ｂ船及びＣ船は、本事故後、海上自衛隊により回収された。 

 

２.２ 人の死亡及び負傷に関する情報 

(1)  Ａ船及びＣ船 

船長Ａ及び艇指揮Ｃの口述によれば、死傷者はいなかった。 

(2)  Ｂ船 

作業員Ｂの死体検案書によれば、作業員Ｂの死因は溺死であった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

(1) Ａ船 

Ａ₁社の回答書によれば、Ａ船は、船尾から船体中央の船底部にペイント剝

離を生じた。 

(2) Ｂ船及びＣ船 

船長Ｂ及び艇長Ｃの口述によれば、Ｂ船及びＣ船は、それぞれ船外機に濡損

を生じた。 

 

２.４ 乗組員等に関する情報 

(1) 性別、年齢、海技免状等 

① 船長Ａ 男性 ６３歳 

  三級海技士（航海） 

     免 許 年 月 日 昭和６０年８月２６日 

     免 状 交 付 年 月 日 平成３０年３月２日 

     免状有効期間満了日 令和５年８月１８日   

    ② 船長Ｂ 男性 ４６歳 

       一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

        免許登録 日 平成５年１２月１６日 

        免許証交付日 平成３０年３月２７日 

                （令和５年５月１９日まで有効） 

③ 作業員Ｂ 男性 ６８歳 

 ④ 管理者Ｂ 男性 ５７歳 
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    ⑤ 艇指揮Ｃ 男性 ３９歳 

⑥ 艇長Ｃ 男性 ４９歳 

       二級小型船舶操縦士 

        免許登録 日 平成３０年３月８日 

        免許証交付日 平成３０年３月８日 

               （令和５年３月７日まで有効） 

    ⑦ 指揮官Ｃ 男性 ４９歳 

(2) 主な乗船履歴等 

船長Ａ、船長Ｂ、管理者Ｂ、艇指揮Ｃ、艇長Ｃ及び指揮官Ｃの口述並びに 

Ｂ₁社の回答書によれば、次のとおりであった。 

① 船長Ａ 

昭和４８年に船員となり、貨物船などに乗船した後、平成１４年ごろＡ₁

社に入社し、Ａ船には、平成１７年２月ごろに船長として初めて乗船して以

降、通算して約３年間乗り組んでおり、硫黄島でのブイ係留作業の経験が８

回であった。 

本事故当時、健康状態は良好であった。 

② 船長Ｂ 

平成６年にＢ₂社に入社し、警戒船、作業船等に乗船するようになり、Ｂ

船での本件支援作業の経験が１０回以上あり、Ｂ船の操船経験が４回であっ

た。 

本事故当時、健康状態は良好であった。 

③ 作業員Ｂ 

      平成２７年６月ごろにＢ₂社にアルバイト雇用され、Ｂ船での本件支援作

業の経験が８回であった。 

      本事故当時、健康状態は良好に見えた。 

    ④ 管理者Ｂ 

      昭和６３年にＢ₂社に入社し、平成１４年ごろからＢ船に乗船するように

なり、Ｂ船の船長としての経験が１０回以上であり、作業管理者の経験が２

回であった。 

⑤ 艇指揮Ｃ 

平成１３年４月に海上自衛隊に入隊後、主に航空管制の業務に従事し、平

成３０年３月から硫黄島に勤務し、本事故当日、Ｃ船に初めて乗船した。 

本事故当時、健康状態は良好であった。 

    ⑥ 艇長Ｃ 

     昭和６３年に海上自衛隊に入隊後、護衛艦に機関科員として乗船するなど
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し、平成２９年３月から硫黄島に勤務し、Ｃ船の操船経験が１０回以上で 

あった。 

本事故当時、健康状態は良好であった。 

⑦ 指揮官Ｃ 

昭和６３年に海上自衛隊に入隊後、航空管制の業務などに従事し、平成 

２９年３月から硫黄島に勤務し、現場指揮の経験が５回であった。 

本事故当時、健康状態は良好であった。 

  (3) 救命胴衣の着用状況等 

船長Ｂ、Ｂ船の作業員、艇指揮Ｃ及び艇長Ｃの口述によれば、本事故当時、

Ｂ船及びＣ船に乗り組んだ全員が、ヘルメット及び救命胴衣を着用していた。 

 

２.５ 船舶に関する情報 

2.5.1 船舶の主要目 

(1) Ａ船 

船 舶 番 号  １３６８２２ 

ＩＭＯ番 号  ９２６７７３０ 

船 籍 港  山口県下関市 

     船舶所有 者  Ａ₁社、昇和海運株式会社 

     船舶管理会社  Ａ₁社 

     運 航 者  Ａ₂社 

     総 ト ン 数  ３,７８５トン 

     Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  １０４.９４ｍ×１６.００ｍ×８.４０ｍ 

     船 質  鋼 

     機 関  ディーゼル機関１基 

出    力  ２,９９５kＷ 

推  進  器  ４翼可変ピッチプロペラ１個 

進水年月 日  平成１４年５月１１日 

（写真２ 参照） 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船 
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(2) Ｂ船 

船 舶 番 号  なし 

船 籍 港  なし 

船舶所有 者  海上自衛隊 

船 体 重 量  ２０８.５kg 

Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ５.４９ｍ×２.３０ｍ×０.７０ｍ 

船    質  ゴム、アルミニウム合金、ＦＲＰ 

機    関  ガソリン機関（船外機）１基 

出    力  ２９.４kＷ 

進 水 年 月  平成２８年３月 

（写真３ 参照） 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ｂ船（Ｃ船と同型） 

 

(3) Ｃ船 

船 舶 番 号  なし 

船 籍 港  なし 

船舶所有 者  海上自衛隊 

船 体 重 量  ２０８.５kg 

Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ５.４９ｍ×２.３０ｍ×０.７０ｍ 

船    質  ゴム、アルミニウム合金、ＦＲＰ 

機    関  ガソリン機関（船外機）１基 

出    力  ２９.４kＷ 

進 水 年 月  平成２２年５月 

（写真３ 参照） 

 

2.5.2 Ａ船の喫水 

船長Ａの口述によれば、Ａ船は、本事故当時、喫水が、船首約５.３０ｍ、船尾

約６.３０ｍであった。 
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2.5.3 船体構造及び設備 

(1) Ａ船 

Ａ船の一般配置図、揚錨機及びウインチの取扱説明書によれば、Ａ船は、

船首尾楼付一層甲板型の油タンカーであり、船首部に電動油圧式の揚錨機１

基が両舷に設置されており、また、船首部及び船尾部に、電動油圧式のウイ

ンチ２基がそれぞれ両舷に設置されており、各ウインチには、嵌
かん

脱
だつ

式のク 

ラッチ及びブレーキ操作により個別に回転させることができるホーサードラ

ム２基が装備されていた。 

Ａ船の揚錨機及びウインチの取扱説明書によれば、揚錨機の揚錨荷重が 

１０ｔ/５ｔ、速度が１２/２４m/min、ブレーキ力が２２.５ｔであり、ウイ

ンチの揚索荷重が６ｔ/３ｔ、速度が１５/３０m/min、ブレーキ力が２２.５

ｔであった。 

４層ある船橋甲板室の最上層には、操舵室が配置され、操舵室内の中央に

ジャイロ・レピータ及び操舵スタンドがあり、その左舷側にレーダー２台及

びＥＣＤＩＳが、右舷側に主機等操縦盤がそれぞれ設置されていた。 

     船長Ａの口述によれば、本事故当時、船体、機関、機器類及び甲板上の

設備に不具合又は故障はなかった。 

(2) Ｂ船及びＣ船 

艇長Ｃの口述及び海上自衛隊の回答書によれば、Ｂ船及びＣ船は、同型で

あり、船尾中央部にバッテリーを電源とする船外機が装備され、その右舷側

に収納箱に収納されたバッテリーが、左舷側に燃料タンクがそれぞれ配置さ

れていた。 

なお、収納箱には、船外機給電用電線２本（各線直径９mm）の配線用の穴

（直径４０mm）が開けられていた。 

（写真４ 参照） 

 

 

 

 

 

 

写真４ Ｂ船及びＣ船のバッテリー収納箱 

 

船長Ｂ及び艇長Ｃの口述によれば、Ｂ船及びＣ船は、本事故当時、船体及

び機関に不具合又は故障はなかった。 

バッテリー収納箱の配線用の穴 

右舷 左舷 
燃料タンク 

船外機 
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２.６ 気象及び海象に関する情報 

2.6.1 気象及び海象予報 

(1) 船長Ａの口述によれば、船長Ａは、本事故当時、気象ＦＡＸにより予想天

気図及び外洋波浪予想図を入手し、波浪予報が約１.５～２.０ｍであること

を確認していた。 

   (2) 指揮官Ｃ及び気象観測員の口述並びに海上自衛隊の回答書によれば、本事

故当時、気象庁及び海上自衛隊の観測データを組み合わせて海上自衛隊が作

成した本事故当日の波浪予報は、約１.５～２.０ｍであった。 

 

2.6.2 波浪観測値 

気象庁の外洋波浪実況図によれば、１１月２１日０９時００分における本事故

現場付近の波高は、約２ｍであった。 

 

2.6.3 乗組員等による気象観測 

(1) 海上自衛隊の回答書によれば、本事故当時の気象は、次のとおりであった。 

１１月２１日 天気 
風 

視界 
風向 風速 

０６時００分ごろ 曇り 北北西 約３m/s 良好 

１０時３０分ごろ 晴れ 北 約８m/s 良好 

１１時００分ごろ 晴れ 北北東 約８m/s 良好 

１２時００分ごろ 晴れ 北 約８m/s 良好 

(2) 船長Ａの口述によれば、本事故当時の気象は、次のとおりであった 

１１月２１日 天気 
風 

視界 
風向 風力 

０６時３０分ごろ 晴れ 北東 ３ 良好 

０７時３０分ごろ 

～０８時００分ごろ 
晴れ 北東 ３ 良好 

 

2.6.4 乗組員等による波浪観測 

船長Ａ、船長Ｂ、艇指揮Ｃ及び艇長Ｃの口述並びに海上自衛隊の回答書によれば、

本事故当時の海象は、次のとおりであった。（写真５、写真６参照） 

観測者 １１月２１日 波 
うねり 

磯波 
波向 波高 

海上自衛隊 ０６時００分ごろ 約０.５ｍ 北西 約０.８ｍ － 

船長Ａ 

船長Ｂ 
０６時３０分ごろ 約０.５ｍ 西 約１.５ｍ － 
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船長Ａ 

船長Ｂ 

０７時３０分ごろ 

～０８時００分ごろ 
約０.５ｍ 西 約２.０ｍ － 

船長Ｂ 

艇指揮Ｃ 

艇長Ｃ 

１０時３０分ごろ 

～１１時３０分ごろ 
約０.５ｍ 西 約２.０ｍ 約２～３ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５                写真６ 

Ａ船から２番ブイ（右舷船尾方）を撮影   硫黄島西岸から１番ブイ付近を撮影 

（０７時５５分ごろ、Ａ船提供）    （１１時００分ごろ、海上自衛隊提供） 

 

  なお、船長Ａ及び管理者Ｂの口述によれば、１番ブイから４番ブイ付近は、本事

故当時、潮が引いてきて波浪が高くなった。 

 

2.6.5 海水温及び潮汐 

   (1) 海水温 

気象庁のホームページによれば、１１月２１日の本事故現場付近の海面水

温は約２８℃であった。 

 

   (2) 潮汐 

      海上保安庁刊行の潮汐表によれば、飛石鼻（硫黄島）における本事故当時

の潮汐は、次のとおりであった。（図６参照） 

     ０４時５７分 潮高 ９１cm（高潮）  

０７時３５分 潮高 ６９cm（下げ潮の中央期）  

０７時５５分 潮高 ６５cm（下げ潮の中央期）  

１０時３９分 潮高 ４１cm（低潮）  

 

 

 

２番ブイ 

１番ブイ 
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図６ 本事故当日の潮汐（飛石鼻（硫黄島）） 

 

２.７ 事故水域に関する情報 

(1) 海上自衛隊員及びＡ₂社運航管理者の口述並びに海上自衛隊の回答書によれ

ば、本事故現場付近の水深は、硫黄島の隆起等に伴い、年々少しずつ減少し

続けており、定期的に海上自衛隊員が測深を行っていた。 

(2) 本件海域の海上自衛隊が本事故発生約２か月前（９月２０日）に実施した

本事故現場付近の水深調査の結果は、図７のとおりであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 測深図（本事故発生約２か月前） 

 

２.８ 安全管理に関する情報 

 2.8.1 Ａ₁社の安全管理体制 

  Ａ₁社管理責任者の口述及びＡ₁社の回答書によれば、次のとおりであった。 

(1) Ａ₁社は、船舶安全管理認定書等交付規則（平成１２年運輸省告示第  

１番ブイ 
２番ブイ 

３番ブイ 

４番ブイ 
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２７４号）に 則
のっと

って安全管理マニュアルを作成し、九州運輸局下関海事事

務所長から適合認定書の交付を受け、Ａ船は、同事務所長から船舶安全管理

認定書の交付を受けていた。 

(2) Ａ₁社は、Ａ₁社の安全管理マニュアル及びＡ₂社が定めた安全管理規程に

基づき、Ａ船の安全管理を行っていた。 

(3) 安全管理マニュアルの管理責任者の責任及び権限規定には、管理責任者は、

総統括責任者として、安全管理システムの円滑な運営及び実施の責任と権限

を有し、陸上から管理船舶への支援を行わなければならないと定められてい

た。 

(4) 安全管理マニュアルの手順書の船長の職務及び権限規定には、船長は、本

船の最高責任者として会社を代表し、法令及び諸規則に従って全ての船務を

統括するとともに、人命、船舶、積荷、その他の財産の保安及び保全につい

て、その責に任じなければならないと定められていた。 

     (5) Ａ₁社は、管理船舶が各寄港地等で確保すべき余裕水深を、浅水域で喫水

の３０％、港内水域で喫水の約２０％以上とすることを定めていたが、硫黄

島のブイ係留作業を行う海域については、定めていなかった。 

 

 2.8.2 Ａ₂社の安全管理体制 

Ａ₂社運航管理者及び担当者の口述並びに安全管理規程によれば、次のとおりで

あった。 

(1) Ａ₂社は、内航海運業法（昭和２７年法律第１５１号）第９条の規定に基

づき、安全管理規程を定め、安全統括管理者、運航管理者及び運航管理補助

者をそれぞれ選任して配置し、安全管理体制を構築して定期用船契約を結ん

だ船舶を運航していた。 

(2) Ａ₂社は、安全管理規程に基づいてＡ船の安全管理を行い、余裕水深の基

準などについては、Ａ₁社が作成した安全管理マニュアルに則ってＡ船を運

航していた。 

   (3) Ａ₂社の安全管理規程には、次のとおり定められていた。 

     （運航管理者の職務及び権限） 

第１８条 運航管理者の職務及び権限は、次のとおりとする。 

（１） この規程の次章以下に定める職務を行うほか、船舶の運航の管

理及び輸送の安全に関する業務全般を統轄し、安全管理規程の

遵守を確実にしてその実施を図ること。 

（２） 船舶の運航に関し、船舶所有者等及び船長と協力して輸送の安

全を図ること。 
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（３） （略） 

     （運航計画および配船計画の作成と改定） 

     第２１条 当社が運航計画または配船計画を作成又は改定する場合は、運

航管理者が、使用船舶の性能、使用港の港勢、航路の交通状況及び自然

的性質、使用船舶と陸上施設の適合性、運航スケジュール等についてそ

の安全性を検討・指導するものとする。 

     （運航計画、配船計画および配乗計画の臨時変更） 

     第２３条 運航計画、配船計画又は配乗計画を臨時変更する必要がある場

合は、前２条に準じ運航管理者がその安全性を確認するものとする。 

     ２ 船舶、陸上施設、港湾の状況、航行経路等が船舶の安全運航に支障が

あると認められる場合は、船長、運航管理者及び船舶所有者等は、協議

により運航休止、寄港地変更、航行経路の変更等の運航計画、配船計画

又は配乗計画の臨時変更の措置をとらなければならない。 

（運航の可否判断） 

     第２４条 船長は、適時、運航の可否判断を行い、気象・海象が一定の条

件に達したと認めるとき又は達するおそれがあると認めるときは、運航

中止の措置をとらなければならない。 

２～５ （略） 

６ 運航中止の措置をとるべき気象・海象の条件及び運航中止の後に船長

がとるべき措置については、運航基準に定めるところによる。 

(4) Ａ₂社は、安全管理規程に基づいて運航基準を定めていたが、硫黄島にお

けるＡ船のブイ係留作業に関する運航基準（運航中止基準を含む）について

は、定めていなかった。 

 

2.8.3 Ａ船の配船決定時の状況 

船長Ａ、Ａ₁社管理責任者、Ａ₂社運航管理者及び担当者の口述によれば、次のと

おりであった。 

(1) Ａ₂社担当者は、Ａ₃社から硫黄島への貨物輸送の打診があった際には、Ａ

船及びＡ₁社に、予定貨物数量を伝え、Ａ₃社の代行業者が海上自衛隊から入

手した最新の測深図を送付していた。 

(2) 船長Ａ、Ａ₁社及びＡ₂社は、４基の係留ブイに囲まれた海域の水深が年々

少しずつ減少し、Ａ船の本事故当時と同様の喫水では、本件海域の余裕水深

を確保できなくなっていることを把握し、Ａ船を本件海域の西南西側でブイ

係留させる必要があることを認識していた。 

(3) Ａ₁社及びＡ₂社は、ふだんから船長の判断を尊重しており、これまでＡ船
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がブイ係留作業を支障なく遂行できていたので、Ａ船のブイ係留作業を船長

に委ねていた。 

(4) 船長Ａは、Ａ₁社、Ａ₂社及びＡ₃社間の今後の契約等に与える影響を懸念

し、予定された貨物量を減じて本件海域の余裕水深を確保するようＡ₂社に

進言することができなかった。 

(5) Ａ₂社は、船長Ａに予定された貨物量の積載が可能か否かの問合せを行い、

船長Ａの了承後にＡ船の硫黄島への配船を決定した。 

 

2.8.4 Ｂ₁社の安全管理体制 

Ｂ₁社担当者及び管理者Ｂの口述並びにＢ₁社の回答書によれば、次のとおりで 

あった。 

(1) Ｂ₁社は、本件支援作業を含む揚げ荷役作業が、海上自衛隊が作成した

‘硫黄島における揚油（揚げ荷役）作業の一部部外委託に係る請負契約の仕

様書’（以下「本件仕様書」という。）、本件仕様書の附属書（揚油委託作

業マニュアル）、揚油作業細部要領及び揚油作業事前説明資料に基づいて実

施されるので、本件支援作業に関するＢ船の運航及び作業基準（運航中止基

準を含む）については、定めていなかった。 

(2) Ｂ₁社は、本件仕様書、揚油作業事前説明資料等に本件支援作業の実施の

可否決定を行う者の職名が記載されていなかったので、同決定を海上自衛隊

が行うものと認識し、同決定を行う権限の所在を確認していなかった。 

(3) Ｂ₁社は、管理者Ｂ、船長Ｂ等に本件仕様書の内容、注意事項等を伝える

ことなどはしていなかった。 

(4) Ｂ₁社は、管理者Ｂを初めて本件支援作業を含む揚げ荷役作業の作業管理

者の職務に就かせる際、前任の作業管理者を硫黄島に同行させ、業務内容の

引継ぎを行わせていた。 

 

 2.8.5 海上自衛隊の安全管理体制 

   (1) 揚げ荷役作業時の安全管理責任 

     本件仕様書によれば、すべての作業に係る安全管理は、契約の相手側が処

理するものとし、海上自衛隊側に故意又は過失がない限り、発生した事故に

ついて、海上自衛隊は責任を負わないものとし、本件仕様書において、疑義

が生じた場合には契約担当官と協議するものとする旨が記載されていた。 

(2) 現場指揮官、作業管理者等の職務 

   本件仕様書によれば、次のとおりであった。 
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  ① 現場指揮官（指揮官Ｃ） 

    揚げ荷役作業における全般作業指揮の統制及び全般通信系の管制を行う

海上自衛隊側の指揮官をいう。 

  ② 作業管理者（管理者Ｂ） 

    本件支援作業において、海上自衛隊との連絡調整に当たり、作業実施責

任者（船長Ｂ）を直接指揮命令する者をいう。 

  ③ 作業実施責任者（船長Ｂ） 

    本件支援作業において、作業実施者（Ｂ船乗組員）を直接指揮命令する

者をいう。 

(3) ブイ係留作業実施判定の立会い 

     本件仕様書の附属書によれば、作業実施責任者（船長Ｂ）は、ブイ係留作

業当日、海上自衛隊が実施する気象海象、沿岸状況についてのブイ係留等作

業実施の判定に立会い、揚げ荷役作業実施の可否について、助言する旨が定

められていた。 

(4) 本件支援作業実施の可否決定等 

   揚油作業事前説明資料には、概略、次のとおり記載されていた。 

① 本件支援作業実施の可否決定 

      ゴムボート（Ｂ船及びＣ船）の運航制限、Ｂ船船長（船長Ｂ）及びタン

カー船長（船長Ａ）の意見を参考に本件支援作業の実施の可否を決定する。 

    ② 作業の中断 

      Ｂ船船長（船長Ｂ）は、タンカー（Ａ船）との連携を図り、危険を感じ

た場合、作業を一時中断する。 

   (5) ゴムボート等運用要領 

海上自衛隊が定めたゴムボート（Ｂ船及びＣ船）等運用要領には、次のと

おり記載されていた。 

    ① 運用制限 

      風速２０kn 未満かつ波高２ｍ未満 

    ② 注意事項 

      海面状況が悪化した場合、無理せず直ちに帰航する。 

   (6) ゴムボートの操船訓練 

     船長Ｂ及び艇長Ｃの口述並びに揚油作業事前説明資料によれば、Ｂ船の船

長は、Ａ船のブイ係留作業の前日までにＢ船の操船訓練を行うこととなって

おり、船長Ｂは、本事故発生前日に同訓練を行っていた。 
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2.8.6 ブイ係留作業、本件支援作業及び警戒業務実施の可否判断の状況（１件目の

事故） 

  船長Ａ、船長Ｂ、管理者Ｂ及び指揮官Ｃの口述によれば、ブイ係留作業、本件支

援作業及び警戒業務（以下「ブイ係留作業等」という。）実施の可否判断の状況は、

次のとおりであった。 

 (1) 船長Ａ 

① うねりが発生していることを認めていたものの、右舷船首から投下する

錨及び２番ブイに繋ぎ止める右舷船尾の係船索を併用することにより、う

ねり等によるＡ船の本件海域への圧流を防ぐことができると思っていた。 

② 指揮官Ｃからブイ係留作業実施決定の連絡を受けたので、Ｂ船が支障な

く本件支援作業を行うことができると思っていた。 

 (2) 管理者Ｂ及び船長Ｂ 

  ① うねりが１番ブイの上面を洗っている状況下で、本件支援作業を実施す

ることが困難であると思っていた。 

  ② 本件仕様書等の内容を知らされておらず、海上自衛隊が本件支援作業の

実施の可否決定を行うものと認識し、同決定を行う権限の所在を確認して

いなかった。 

③ 本件支援作業の業務委託を受けている立場で中止を主張し難いという思

いがあったので、本件支援作業を中止させることができなかった。 

(3) 指揮官Ｃ 

① うねりが２ｍ以下であり、Ｂ船及びＣ船の運用制限内であるので、本件

支援作業が実施可能と思っていた。 

② 請負契約上、本件支援作業の実施の可否決定が請負業者に委ねられてお

り、本件支援作業実施の可否についての協議を行った際、管理者Ｂから本

件支援作業を中止する旨の発言がなかったので、本件支援作業の実施が決

定されたと認識した。 

 

2.8.7 ブイ係留作業等実施の可否判断の状況（２件目及び３件目の事故） 

  船長Ｂ、管理者Ｂ、艇指揮Ｃ、艇長Ｃ及び指揮官Ｃの口述によれば、ブイ係留作

業等実施の可否判断の状況は、次のとおりであった。 

    (1) 管理者Ｂ及び船長Ｂ 

    １番ブイから４番ブイ付近にかけて約２～３ｍの磯波が発生している状況

下で、Ｂ船を運航させることが危険であると思っていたものの、前記

2.8.6(2)②及び③に加え、横転するおそれがある切迫した状況のＡ船からの

本件支援作業の実施依頼を拒むことができなかった。 



- 23 - 

   (2) 艇指揮Ｃ及び艇長Ｃ 

     約２～３ｍの磯波が発生している状況下で、Ｂ船が本件支援作業を行うこ

とが危険であると思っていたものの、請負業者が主体となって行う作業であ

り、自らは本件支援作業の警戒業務の任務を全うしようと思っていた。 

   (3) 指揮官Ｃ 

波浪が高くなってきたことを認めていたものの、前記 2.8.6(3)②に加え、

ブイ係留作業を行うことによりＡ船が横転するおそれがある切迫した状況を

脱することを期待していたので、中止を要請するに至らなかった。 

 

２.９  Ｂ船の救命胴衣に関する情報 

 2.9.1 Ｂ船の救命胴衣 

(1) Ｂ₁社担当者及びＢ船の救命胴衣の製造会社担当者の口述並びに回答書に

よれば、次のとおりであった。（写真７、図８参照） 

① Ｂ船の救命胴衣は、平成１４年ごろに製造され、国土交通省の型式承認

を受けた小型船舶用救命胴衣であり、ファスナー、脇部ベルト及び腰紐が

有り、ファスナーのスライダーには、自動ロック機能を有していた。 

② 上記①の自動ロック機能は、スライダー内部の爪の先端部がエレメント

部に引っ掛かり、スプリングの弾性力によってファスナーが開閉しないよ

うになっており、引手を引くことによって爪が持ち上がり、ロックが解除

され、ファスナーが開閉する構造となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真７ Ｂ船の救命胴衣       図８ スライダー断面図 

 

    ③ Ｂ船の救命胴衣は、本件支援作業等での使用時以外、硫黄島の倉庫に保

管されていた。 

(2) Ｂ船の作業員が着用していた救命胴衣のうちの１着は、本事故後、スライ

ダー内部の爪が折損し、爪の先端部がエレメント部に引っかからない状態と

なって自動ロックが機能せず、救命胴衣の胸部を前後左右に引っ張った場合、

スライダー 

引手 

エレメント 

テープ 

スプリング 爪 

爪先端部 

引手 

腰紐 ベルト 
ファスナー 
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容易にファスナーが外れる状況となっていた。（図９、写真８参照） 

 

 

 

  

 

図９ スライダーの爪の折損状況 

（爪先端部がエレメント部に引っかからない状態） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真８ 救命胴衣のファスナーの状況 

 

 2.9.2 救命胴衣の着用状況等 

   (1) 船長Ｂ及びＢ船の作業員の口述によれば、船長Ｂ及びＢ船の作業員は、Ｂ

船乗船前に全員が救命胴衣を着用し、指差呼称を行ってお互いの着用状況を

確認しており、作業員Ｂも、脇部ベルトを調整してファスナーを閉め、腰紐

を結んでいることが確認されていた。 

   (2) 船長Ｂの口述によれば、船長Ｂは、Ｂ船が転覆した後、波にもまれた際、

救命胴衣のファスナーのスライダーが下がり、ファスナーが全体の１／３程

開いたので閉めようとしたものの、閉めることができなかったので、Ｃ船上

に引き上げられた後、取り外した腰紐で救命胴衣の胸部付近を縛り、救命胴

衣が脱げることはなかった。 

 (3) 作業員Ｂの救命胴衣は、本事故後、発見されていない。 

 

 2.9.3 救命胴衣の着用方法等 

  Ｂ船の救命胴衣の製造会社担当者の口述及び取扱説明書によれば、Ｂ船の救命胴

衣の着用方法等については、次のとおりであった。 

   (1) Ｂ船の救命胴衣の着用方法は、次のとおりであった。 

前後左右に引っ張る 

折損 
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① 体型に合わせて脇部ベルトを調整する。 

② ファスナーを閉める。 

③ 腰紐を固く引き締めて結ぶ。 

(2) ファスナーが外れた場合でも腰紐が結ばれた状態であれば、救命胴衣が脱

げることはない。 

   (3) 過去にスライダーが破損したという報告は受けたことがない。 

   (4) 救命胴衣の型式承認を受ける際、スライダーに自動ロック機能を有する義

務はないが、Ｂ船の救命胴衣は、同機能付きの状態で型式承認されているの

で、自動ロックが機能していない状態では、同承認を受けた際の機能を有し

ていないこととなる。 

   (5) Ｂ船の救命胴衣は、劣化の進行が使用頻度、使用環境、保管状況によって

異なるため有効期限を定めていないが、長年使用すれば経年による劣化が生

じるので、定期的に点検整備を実施し、スライダー、ベルト等の破損を発見

した場合、救命胴衣本体を交換することを推奨していた。 
 

 

３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故発生に至る経過 

２.１から、次のとおりであった。 

 (1) Ａ船（１件目の事故） 

① Ａ船は、平成３０年１１月２１日０７時１８分ごろ、硫黄島西方沖に設

置された４基の係留ブイに囲まれた海域に向けて錨地を出発したものと推

定される。 

② Ａ船は、０７時３５分ごろ３番ブイの北西方沖で右舷錨を投下して東北

東進し、２番ブイと３番ブイとの間付近で右回頭し、船首を南南東方に向

けたものと推定される。 

③ Ａ船は、右舷船尾部の係船索２本を２番ブイに繋ぎ止めたものと推定さ

れる。 

④ Ａ船は、船尾部が本件海域に向かって圧流され始めたものと考えられる。 

⑤ Ａ船は、本件海域に進入し、本件海域の浅所に乗り揚げたものと推定さ

れる。 

⑥ Ａ船は、徐々に右舷側に傾斜し始め、約１２°傾斜したものと考えられ

る。 
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(2) Ｂ船（２件目の事故） 

① Ｂ船は、平成３０年１１月２１日１０時３０分ごろ、硫黄島北西岸の発

着場を出発したものと考えられる。 

② Ｂ船は、磯波を避けながら航行し、Ａ船の左舷船首部から繰り出された

係船索２本を４番ブイに繋ぎ止めたものと推定される。 

③ Ｂ船は、１番ブイに向けて約２～３kn の速力で航行中、転覆したもの

と考えられる。 

(3) Ｃ船（３件目の事故） 

① Ｃ船は、平成３０年１１月２１日１０時３０分ごろ、硫黄島北西岸の発

着場を出発したものと考えられる。 

② Ｃ船は、Ｂ船の本件支援作業の警戒業務中、船外機が停止して航行不能

となったものと考えられる。 

③ Ｃ船は、南方に漂流した後、転覆したものと考えられる。 

 

3.1.2 事故発生日時及び場所 

(1) １件目の事故 

2.1.1 及び 2.1.3 から、本事故の発生日時は、平成３０年１１月２１日 

０７時５５分ごろであり、発生場所は、同時刻におけるＡ船の船位である硫

黄島飛行場灯台から２７４°１.９Ｍ付近であったものと考えられる。 

(2) ２件目の事故 

     2.1.4 から、本事故の発生日時は、平成３０年１１月２１日１０時５６分

ごろであり、発生場所は、硫黄島飛行場灯台から２７２°１.９Ｍ付近で 

あったものと考えられる。 

(3) ３件目の事故 

     2.1.4 から、本事故の発生日時は、平成３０年１１月２１日１１時３０分

ごろであり、発生場所は、硫黄島飛行場灯台から２６０°１.８Ｍ付近で 

あったものと考えられる。 

 

3.1.3 死傷者の状況 

２.２から、作業員Ｂは、溺死した。 

 

3.1.4 損傷の状況 

２.３から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) Ａ船（１件目の事故） 

Ａ船は、船尾から船体中央の船底部にペイント剝離を生じた。 
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(2) Ｂ船及びＣ船（２件目及び３件目の事故） 

Ｂ船及びＣ船は、それぞれ船外機に濡損を生じた。 

 

３.２ 事故要因の解析 

3.2.1 乗組員等の状況 

２.４から、次のとおりであった。 

(1) 船長Ａ 

適法で有効な海技免状を有していた。 

健康状態は良好であったものと考えられる。 

(2) 船長Ｂ及び艇長Ｃ 

    適法で有効な操縦免許証を有していた。 

健康状態は良好であったものと考えられる。 

(3) 作業員Ｂ 

健康状態は良好であった可能性があると考えられる。 

 

3.2.2 船舶の状況 

２.５から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) Ａ船は、本事故当時、喫水が、船首約５.３０ｍ、船尾約６.３０ｍであり、

船体、機関、機器類及び甲板上の設備に不具合又は故障はなかった。 

(2) Ｂ船及びＣ船は、本事故当時、船体及び機関に不具合又は故障はなく、 

バッテリー収納箱に船外機給電用電線の配線用の穴（直径４０mm）が開けら

れていた。 

 

3.2.3 気象及び海象の状況 

  ２.６から、次のとおりであった。 

  (1) １件目の事故 

０７時３０分ごろ～０８時００ごろ、天気は晴れ、風力３の北東の風が吹

き、視界は良好で、波高約２ｍの西からのうねりがあり、０７時５５分ごろ

の潮高は約０.６５ｍであったものと考えられる。 

   (2) ２件目及び３件目の事故 

     １０時３０分ごろ～１１時３０分ごろ、天気は晴れ、風力５の北～北北東

の風が吹き、視界は良好で、波高約２ｍの西からのうねりがあり、本件海域

では、磯波が発生し、波高約２～３ｍの波浪があったものと考えられる。 
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 3.2.4 本件海域の水深に関する解析 

  2.6.5(2)及び２.７から、本事故発生約２か月前の測深図（図７）に本事故時の

潮高（約０.６５ｍ）を加味した水深は、図１０のとおりであり、本件海域の水深

は、本事故当時、Ａ船の喫水（船尾喫水約６.３０ｍ）よりも浅かったものと考え

られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１０ 図７を基にした本事故当時の水深 

 

3.2.5 Ａ船船体の圧流に関する解析（１件目の事故） 

2.1.1、2.1.3、2.5.3(1)及び 3.2.3(1)から、次のとおりであったものと考えら

れる。 

(1) Ａ船は、右舷船首部から右舷錨を投下し、船尾係船索２本を右舷船尾方の

２番ブイに繋ぎ止め、同索用のウインチ２台のブレーキを締め、同索をたる

ませていた。 

(2) Ａ船は、西方からうねりを受けて船尾部が本件海域に向かって圧流され、

たるんでいた同索が緊張し始めた。 

(3) Ａ船は、船尾係船索用のウインチ２台のブレーキを緩め、同係船索を巻き

取ろうとしたものの、うねりによりウインチのホーサードラムが繰り出され

る方向に回転して係船索が走出するとともに本件海域に進入した。  

 

3.2.6 Ｂ船及びＣ船の転覆に関する解析（２件目及び３件目の事故） 

2.1.4、2.5.3(2)、3.2.2(2)及び 3.2.3(2)から、次のとおりであったものと考え

られる。 

１番ブイ 
２番ブイ 

３番ブイ 

４番ブイ 

本件海域 
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(1) Ｂ船 

Ｂ船は、本件支援作業中、左舷船尾方から波高約２～３ｍの波浪を受けて

左舷船尾部が持ち上がり、右舷側に傾斜して転覆した。 

(2) Ｃ船 

① Ｃ船は、Ｂ船の本件支援作業の警戒業務中、船尾方から波高約２～３ｍ

の波浪を受けて船内に海水が浸入した。 

② Ｃ船は、バッテリー収納箱に船外機給電用電線２本の配線用の穴が開け

られていたことから、波浪を受けた際、同収納箱内に海水が浸入してバッ

テリーが濡れ、バッテリーが短絡して船外機に給電できなくなり、船外機

が停止して航行不能となった。 

③ Ｃ船は、南方に漂流し、右舷方から波高約２～３ｍの波浪を受けて右舷

側が持ち上がり、左舷側に傾斜して転覆した。 

 

3.2.7 安全管理に関する解析 

２.１、２.８、3.2.3 及び 3.2.4 から、次のとおりであった。 

(1) 配船決定の状況（１件目の事故） 

  ① 船長Ａ、Ａ₁社及びＡ₂社は、４基の係留ブイに囲まれた海域の水深が

年々少しずつ減少し、Ａ船の本事故当時と同様の喫水では、本件海域の余

裕水深を確保できなくなっていることを把握し、Ａ船を本件海域の西南西

側でブイ係留させる必要があることを認識していたものと考えられる。 

  ② Ａ₁社及びＡ₂社は、これまでＡ船がブイ係留作業を支障なく遂行できて

いたことから、同作業に関する安全性の検討を行わずにＡ船のブイ係留作

業を船長Ａに委ねていたものと考えられる。 

③ 船長Ａは、Ａ₁社、Ａ₂社及びＡ₃社間の今後の契約等に与える影響を懸

念していたことから、予定された貨物量を減じて本件海域の余裕水深を確

保するようＡ₂社に進言することができなかったものと考えられる。 

④ Ａ₁社及びＡ₂社が、硫黄島でのＡ船のブイ係留作業に関する安全性の検

討を行うことにより、貨物量を減じる、または、現状より水深の深い海域

への係留ブイの移設要望を行うなどの措置を取ることができた可能性があ

ると考えられる。 

(2) 本件仕様書等の認識の状況 

    ① 本件仕様書、揚油作業事前説明資料等には、本件支援作業の実施の可否

決定を行う者の職名が記載されていなかったものと推定される。 

② Ｂ₁社は、上記①から、海上自衛隊が本件支援作業の実施の可否決定を

行うものと認識し、同決定を行う権限の所在を確認していなかったものと
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考えられる。 

③ 管理者Ｂ及び船長Ｂは、本件仕様書等の内容を知らされておらず、海上

自衛隊が本件支援作業の実施の可否決定を行うものと認識し、同決定を行

う権限の所在を確認していなかったものと考えられる。 

④ 上記①～③から、本件支援作業の実施の可否決定を行う権限の所在が明

確にされていなかったものと考えられる。 

(3) ブイ係留作業等実施の可否決定の状況（１件目の事故） 

① Ａ₁社及びＡ₂社は、硫黄島におけるＡ船のブイ係留作業に関する運航中

止基準を定めていなかったものと推定される。 

② 船長Ａは、右舷錨及び右舷船尾の係船索を併用することにより、うねり

等によるＡ船の本件海域への圧流を防ぐことができると思い、また、ブイ

係留作業実施決定の連絡を受け、Ｂ船が支障なく本件支援作業を行うこと

ができると思っていたものと考えられる。 

    ③ 管理者Ｂ及び船長Ｂは、うねりにより本件支援作業を実施することが困

難であると思っていたものの、海上自衛隊が本件支援作業の実施の可否決

定を行うという認識がある中で、本件支援作業の業務委託を受けている立

場で中止を主張し難いという思いがあったことから、本件支援作業を中止

させることができなかったものと考えられる。 

    ④ 指揮官Ｃは、うねりの波高がＢ船及びＣ船の運用制限内であり、請負契

約上の本件支援作業実施の可否決定権者である管理者Ｂから中止する旨の

発言がなかったことから、本件支援作業の実施が決定されたと認識したも

のと考えられる。 

    ⑤ 上記②～④から、船長Ａ、管理者Ｂ、船長Ｂ及び指揮官Ｃ間でブイ係留

作業等の実施の可否決定に関する協議が適切に行われていなかったものと

考えられる。 

(4) ブイ係留作業等実施の可否決定の状況（２件目及び３件目の事故） 

   ① Ｂ₁社は、Ｂ船の本件支援作業に関する運航中止基準を定めていなかっ

たものと推定される。 

② 管理者Ｂ及び船長Ｂは、約２～３ｍの磯波が発生している状況下でＢ船

を運航させることが危険であると思っていたものの、前記 3.2.7(3)③に

加え、横転するおそれがある切迫した状況のＡ船からの本件支援作業の実

施依頼を拒むことができなかったものと考えられる。 

③ 艇指揮Ｃ及び艇長Ｃは、約２～３ｍの磯波が発生している状況下でＢ船

が本件支援作業を行うことが危険であると思っていたものの、請負業者が

主体となって行う作業であり、自らは本件支援作業の警戒業務の任務を全
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うしようと思っていたものと考えられる。 

④ 指揮官Ｃは、前記 3.2.7(3)④に加え、ブイ係留作業を行うことにより

Ａ船が横転するおそれがある切迫した状況を脱することを期待していたこ

とから、本件支援作業の中止を要請するに至らなかったものと考えられる。 

⑤ 上記②及び④から、管理者Ｂ、船長Ｂ及び指揮官Ｃ間でブイ係留作業等

の実施の可否決定に関する協議が適切に行われていなかったものと考えら

れる。 

 

3.2.8 事故発生に関する解析 

２.１、２.８、3.1.1 及び 3.2.2～3.2.7 から、次のとおりであった。 

 (1) Ａ船（１件目の事故） 

① 船長Ａ、Ａ₁社及びＡ₂社は、Ａ船の本事故当時と同様の喫水では、本件

海域の余裕水深を確保できなくなっていることを把握し、Ａ船を本件海域

の西南西側でブイ係留させる必要があることを認識していたものと考えら

れる。 

  ② Ａ船は、Ａ₁社及びＡ₂社がブイ係留作業における安全性の検討を行わず

にＡ船のブイ係留作業を船長Ａに委ねていたことから、喫水に対応する本

件海域の余裕水深が確保されていない状態で配船されたものと考えられる。 

③ Ａ船は、船長Ａが、右舷錨及び右舷船尾の係船索を併用することにより、

うねり等によるＡ船の本件海域への圧流を防ぐことができると思っていた

こと、及びブイ係留作業実施決定の連絡を受け、Ｂ船が支障なく本件支援

作業を行うことができると思っていたことから、硫黄島西方沖において、

Ａ₁社及びＡ₂社によりＡ船のブイ係留作業に関する運航中止基準が定めら

れていない中、西方から波高約２ｍのうねりが発生している状況下でブイ

係留作業を行ったものと考えられる。 

④ Ａ船は、うねりにより係留ブイに繋ぎ止めた船尾係船索が走出し、本件

海域の浅所に向かって圧流されて乗り揚げたものと考えられる。 

⑤ Ａ₁社及びＡ₂社がブイ係留作業に関する運航中止基準を定めていなかっ

たこと、船長Ａ、管理者Ｂ、船長Ｂ及び指揮官Ｃ間でブイ係留作業等の実

施の可否決定に関する協議が適切に行われずにブイ係留作業が実施された

こと、並びに船長Ａが予定された貨物量を減じて本件海域の余裕水深を確

保するようＡ₂社に進言することができなかったことは、本事故の発生に

関与したものと考えられる。 
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(2) Ｂ船（２件目の事故） 

① 管理者Ｂ及び船長Ｂは、約２～３ｍの磯波が発生している状況下でＢ船

を運航させることが危険であると思っていたものと考えられる。 

② Ｂ船は、次のことから、硫黄島西方沖において、Ｂ₁社により本件支援

作業に関する運航中止基準が定められていない中、約２～３ｍの磯波が発

生している状況下で本件支援作業を行ったものと考えられる。 

ａ  管理者Ｂ及び船長Ｂが、海上自衛隊が本件支援作業の実施の可否決定

を行うという認識がある中で、本件支援作業の業務委託を受けている立

場で中止を主張し難いという思いがあったこと、及び横転するおそれが

ある切迫した状況のＡ船からの本件支援作業の実施依頼を拒むことがで

きなかったこと。 

ｂ 指揮官Ｃが、請負契約上の本件支援作業実施の可否決定権者である管

理者Ｂから中止する旨の発言がなかったこと及びブイ係留作業を行うこ

とによりＡ船が横転するおそれがある切迫した状況を脱することを期待

していたことから、中止を要請するに至らなかったこと。 

③ Ｂ船は、本件支援作業中、左舷船尾方から波浪を受け、右舷側に傾斜し

て転覆したものと考えられる。 

④ Ｂ₁社が本件支援作業に関する運航中止基準を定めていなかったこと、

及び本件支援作業の実施の可否決定を行う権限の所在が明確にされておら

ず、船長Ａ、管理者Ｂ、船長Ｂ及び指揮官Ｃ間でブイ係留作業等の実施の

可否決定に関する協議が適切に行われずに本件支援作業が実施されたこと

は、本事故の発生に関与したものと考えられる。 

(3) Ｃ船（３件目の事故） 

① 艇指揮Ｃ及び艇長Ｃは、約２～３ｍの磯波が発生している状況下でＢ船

が本件支援作業を行うことが危険であると思っていたものと考えられる。 

② Ｃ船は、指揮官Ｃが、請負契約上の本件支援作業実施の可否決定権者で

ある管理者Ｂから中止する旨の発言がなく、ブイ係留作業を行うことによ

りＡ船が横転するおそれがある切迫した状況を脱することを期待し、本件

支援作業の中止を要請するに至らなかったことから、硫黄島北西岸の発着

場を出発し、本件支援作業の警戒業務を行ったものと考えられる。 

③ Ｃ船は、本件支援作業の警戒業務中、船尾方から波浪を受けた際、バッ

テリー収納箱の船外機給電用電線の配線用の穴から海水が浸入してバッテ 

リーが濡れ、バッテリーが短絡して船外機に給電できなくなり、船外機が

停止して航行不能となったものと考えられる。 
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④ Ｃ船は、漂流したのちに右舷方から波浪を受け、左舷側に傾斜して転覆

したものと考えられる。 

⑤ 船長Ａ、管理者Ｂ、船長Ｂ及び指揮官Ｃ間でブイ係留作業等の実施の可

否決定に関する協議が適切に行われずに本件支援作業の警戒業務が実施さ

れたことは、本事故の発生に関与したものと考えられる。 

 

３.３ 被害の軽減措置に関する解析 

2.1.4 及び２.９から、次のとおりであった。 

(1) 作業員Ｂは、Ｂ船乗船前に救命胴衣を着用していたが、漂流中に救命胴衣が

脱げた旨を発声したこと及び救命胴衣を着用していない状態で救助されたこと

から、漂流中に救命胴衣が脱げたものと推定される。 

(2) 作業員Ｂは、救命胴衣の脇部ベルトを調整してファスナーを閉め、腰紐を結

んでいたものと考えられる。 

(3) 作業員Ｂの救命胴衣は、上記(2)、他の作業員の救命胴衣及び本事故時の状

況から、本件支援作業中に腰紐の結びが解けるなどし、経年使用により劣化し

たスライダーの自動ロックが機能せず、波にもまれた際、容易にファスナーが

外れる状況となっていた可能性があると考えられるが、目撃者がおらず、同人

の救命胴衣が発見されていないことから、その状況を明らかにすることはでき

なかった。 
(4) 作業員Ｂは、波高約２～３ｍの磯波が発生している海域付近で漂流し、溺死

したが、漂流中に波にもまれ、海水を大量に飲んだ影響などが考えられること

から、救命胴衣が脱げたことと死亡したこととの関係について、明らかにする

ことはできなかった。 

(5) 作業員Ｂの救命胴衣が脱げたことと死亡したこととの関係を明らかにするこ

とができなかったものの、荒天時などに落水した場合、救命胴衣のスライダー

の自動ロックが機能していないことにより、救命胴衣が脱げる可能性が高まる

ものと考えられることから、その可能性を軽減させ、落水時の生存率を高める

ことができるよう、定期的に救命胴衣の点検整備を実施して適切に着用する必

要があるものと考えられる。 
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４ 結 論 
 

４.１ 原因 

（１件目の事故） 

本事故は、硫黄島西方沖において、Ａ₁社及びＡ₂社により、喫水に対応する本件海

域の余裕水深が確保されていない状態でＡ船が配船され、Ａ船のブイ係留作業に関す

る運航中止基準が定められていない中、Ａ船が、西方から波高約２ｍのうねりが発生

している状況下で同作業を行ったため、うねりにより係留ブイに繋ぎ止めた船尾係船

索が走出し、本件海域の浅所に向かって圧流されて乗り揚げたものと考えられる。 

Ａ₁社及びＡ₂社により、喫水に対応する本件海域の余裕水深が確保されていない状

態でＡ船が配船されたのは、Ａ₁社及びＡ₂社がブイ係留作業に関する安全性の検討を

行わずにＡ船のブイ係留作業を船長Ａに委ねていたことによるものと考えられる。 

Ａ船が、Ａ₁社及びＡ₂社によりＡ船のブイ係留作業に関する運航中止基準が定めら

れていない中、西方から波高約２ｍのうねりが発生している状況下で同作業を行った

のは、船長Ａが、右舷錨及び右舷船尾の係船索を併用することで、うねりによるＡ船

の本件海域への圧流を防ぐことができると思っていたこと、及びブイ係留作業実施決

定の連絡を受け、Ｂ船が支障なく本件支援作業を行うことができると思っていたこと

によるものと考えられる。 

Ａ₁社及びＡ₂社がブイ係留作業に関する運航中止基準を定めていなかったこと、船

長Ａ、管理者Ｂ、船長Ｂ及び指揮官Ｃ間でブイ係留作業等の実施の可否決定に関する

協議が適切に行われずにブイ係留作業が実施されたこと、並びに船長Ａが予定された

貨物量を減じて本件海域の余裕水深を確保するようＡ₂社に進言することができなか

ったことは、本事故の発生に関与したものと考えられる。 

 

（２件目の事故） 

本事故は、硫黄島西方沖において、Ｂ₁社により本件支援作業に関する運航中止基

準が定められていない中、Ｂ船が、波高約２～３ｍの磯波が発生している状況下で本

件支援作業を行ったため、本件支援作業中に左舷船尾方から波浪を受け、右舷側に傾

斜して転覆したものと考えられる。 

Ｂ船が、Ｂ₁社により本件支援作業に関する運航中止基準が定められていない中、

波高約２～３ｍの磯波が発生している状況下で本件支援作業を行ったのは、次のこと

によるものと考えられる。 

(1) 管理者Ｂ及び船長Ｂが、海上自衛隊が本件支援作業の実施の可否決定を行う

という認識がある中で、本件支援作業の業務委託を受けている立場で中止を主

張し難いという思いがあったこと、及び横転するおそれがある切迫した状況の
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Ａ船からの本件支援作業の実施依頼を拒むことができなかったこと。 

(2) 指揮官Ｃが、請負契約上の本件支援作業実施の可否決定権者である管理者Ｂ

から中止する旨の発言がなかったこと及び本件支援作業を行うことによりＡ船

が横転するおそれがある切迫した状況を脱することを期待していたことから、

本件支援作業の中止を要請するに至らなかったこと。 

Ｂ₁社が本件支援作業に関する運航中止基準を定めていなかったこと、及び本件支

援作業の実施の可否決定を行う権限の所在が明確にされておらず、船長Ａ、管理者Ｂ、

船長Ｂ及び指揮官Ｃ間でブイ係留作業等の実施の可否決定に関する協議が適切に行わ

れずに本件支援作業が実施されたことは、本事故の発生に関与したものと考えられる。 

 

（３件目の事故） 

本事故は、硫黄島西方沖において、Ｃ船が、波高約２～３ｍの磯波が発生している

状況下で本件支援作業の警戒業務を行ったため、同業務中に船尾方から波浪を受けて

バッテリーに濡損を生じ、船外機が停止して航行不能となり、漂流したのちに右舷方

から波浪を受け、左舷側に傾斜して転覆したものと考えられる。 

Ｃ船が波高約２～３ｍの磯波が発生している状況下で本件支援作業の警戒業務を 

行ったのは、指揮官Ｃが、本件支援作業を行うことによりＡ船が横転するおそれがあ

る切迫した状況を脱することを期待し、本件支援作業の中止を要請するに至らなかっ

たことによるものと考えられる。 

船長Ａ、管理者Ｂ、船長Ｂ及び指揮官Ｃ間でブイ係留作業等の実施の可否決定に関

する協議が適切に行われずに本件支援作業の警戒業務が実施されたことは、本事故の

発生に関与したものと考えられる。 

 

４.２ その他判明した安全に関する事項 

荒天時などに落水した場合、救命胴衣のスライダーの自動ロックが機能していない

ことにより、救命胴衣が脱げる可能性が高まるものと考えられることから、その可能

性を軽減させ、落水時の生存率を高めることができるよう、定期的に救命胴衣の点検

整備を実施して適切に着用する必要があるものと考えられる。 

 

 

５ 再発防止策 
 

（１件目の事故） 

本事故は、硫黄島西方沖において、Ａ₁社及びＡ₂社により、喫水に対応する本件海

域の余裕水深が確保されていない状態でＡ船が配船され、Ａ船の同作業に関する運航
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中止基準が定められていない中、Ａ船が、西方から波高約２ｍのうねりが発生してい

る状況下で同作業を行ったため、本件海域に向かって圧流されて浅所に乗り揚げたも

のと考えられる。 

 

（２件目の事故） 

本事故は、硫黄島西方沖において、Ｂ₁社により本件支援作業の運航中止基準が定

められていない中、Ｂ船が、波高約２～３ｍの磯波が発生している状況下で本件支援

作業を行ったため、本件支援作業中に波浪を受け、転覆したものと考えられる。 

 

（３件目の事故） 

本事故は、硫黄島西方沖において、Ｃ船が、波高約２～３ｍの磯波が発生している

状況下で本件支援作業の警戒業務を行ったため、同業務中に波浪を受けてバッテリー

に濡損が生じ、船外機が停止して航行不能となり、漂流したのちに波浪を受け、転覆

したものと考えられる。 

 

（１件目の事故、２件目の事故及び３件目の事故） 

ブイ係留作業及び本件支援作業に関する運航中止基準が定められておらず、本件支

援作業の実施の可否決定を行う権限の所在が明確にされていない状況において、船長

Ａ、管理者Ｂ、船長Ｂ及び指揮官Ｃ間でブイ係留作業等の実施の可否決定に関する協

議が適切に行われずにブイ係留作業等が実施されたことは、１件目の事故、２件目の

事故及び３件目の事故の発生に関与したものと考えられる。 

 

したがって、Ａ₁社、Ａ₂社、Ｂ₁社、Ｂ₂社及び海上自衛隊は、同種事故の再発防止

及び被害軽減のため、Ａ船、Ｂ船及びＣ船の安全を最優先してブイ係留作業等が実施

されるよう、ブイ係留作業等開始前に、Ａ船の船長、作業管理者、Ｂ船の船長、現場

指揮官等によるブイ係留作業等の実施の可否決定が適切に行われる環境を構築すると

ともに、次の措置を講じる必要がある。 

(1) Ａ₁社及びＡ₂社 

① Ａ₁社及びＡ₂社は、硫黄島のブイ係留作業海域におけるＡ船の確保すべ

き余裕水深を定め、同作業に関する運航基準を定めること。 

② Ａ₁社及びＡ₂社は、Ａ船の安全運航について積極的に関与し、硫黄島の

ブイ係留作業海域における安全性の検討を配船決定前に行い、同海域におい

て、Ａ船の喫水に対応する余裕水深が確保できない場合には、貨物量を減じ

るなどＡ船の安全が最優先されるよう荷主及び海上自衛隊と協議を行い、配

船の可否を検討すること。 
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③ 船長は、安全運航に不安要素がある場合、躊躇
ちゅうちょ

せずにＡ₁社及びＡ₂社に

進言すること。 

④ 船長は、ブイ係留作業開始前にＢ船及び海上自衛隊とブイ係留作業等の

可否決定の協議を適切に行い、Ｂ船及びＣ船の安全運航を含め、ブイ係留作

業等が安全に遂行できることを確認した上で同決定を行うこと。 

⑤ 上記④の協議において、３者の意見が異なる場合には、ブイ係留作業を

中止すること。 

 (2) Ｂ₁社及びＢ₂社 

① Ｂ₁社は、Ｂ船の本件支援作業の運航基準を定め、Ｂ船の安全運航につい

て積極的に関与し、本件仕様書等の内容について、改めて確認を行い、作業

管理者、Ｂ船船長等の職務権限について把握すること。 

② Ｂ₁社は、本件仕様書の内容等を作業管理者、Ｂ船船長等に伝え、安全を

最優先して本件支援作業の実施の可否を決定するよう指導すること。 

      ③ 作業管理者及びＢ船船長は、本件仕様書等の内容を把握し、本件支援作業

前に、Ａ船及び海上自衛隊とブイ係留作業等の可否決定の協議を適切に行い、

ブイ係留作業等が安全に遂行できることを確認した上で同決定を行うこと。 

   ④ 上記③の協議において、３者の意見が異なる場合には、本件支援作業を中

止すること。 

    ⑤ Ｂ船の船長及び作業員は、救命胴衣の点検整備を定期的に行ってスライ 

ダーの自動ロックが機能することなどの確認を行い、救命胴衣を適切に着用

すること。 

 (3) 海上自衛隊 

① 海上自衛隊は、ブイ係留作業海域において、Ａ船の喫水に対応する余裕

水深が確保できない場合には、Ａ₂社、荷主等と協議して貨物運送量の見直

し、係留ブイの移設などを検討し、Ａ船が安全にブイ係留作業を実施できる

よう積極的に支援すること。 

② 海上自衛隊は、Ａ船船長、作業管理者及びＢ船船長との情報共有を図り、

Ｃ船の艇指揮、艇長等からも運航上の不安要素などの意見を聴取する体制を

構築すること。 

③ 海上自衛隊は、Ａ船、Ｂ船及びＣ船の安全を最優先してブイ係留作業等

が実施されるよう、Ａ船及びＢ船とブイ係留作業等の実施の可否決定につい

ての協議を適切に行い、３者の意見が異なる場合には、ブイ係留作業等を中

止すること。 
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５.１ 事故後に講じられた事故防止策 

5.1.1 Ａ₁社及びＡ₂社により講じられた措置 

Ａ₁社及びＡ₂社は、本事故後、次の内容を含むブイ係留作業手順を作成し、同手

順の遵守徹底を図った。 

(1) 最新の測深情報を入手し、余裕水深を喫水の３０％以上確保すること。 

(2) 船長は、次の運航中止基準に従い、船長の権限を行使してブイ係留作業実

施の可否判断を行うこと。 

  ① 係留ブイが波浪で大きく揺れ、Ｂ船の乗組員に危険を及ぼす場合。 

②  風速１５m/s 以上、波浪２ｍ以上の場合、または、その兆しがある場合

で操船が困難であると判断した場合。 

③ ブイ係留時のみならず、揚げ荷役中及び解らん作業時までの間に気象及

び海象の悪化が予報される場合。 

④ 係留ブイの紛失、係留ブイの位置の移動などが認められた場合。 

 (3) 船長は、ブイ係留作業実施の可否判断が困難な場合、Ａ₁社に連絡し、協

議すること。 

(4) Ａ船上で、Ａ船、Ｂ船及び海上自衛隊の３者によるブイ係留作業の実施の

可否決定に関する協議を行い、同３者の意見が異なる場合には、作業を中止

すること。 

 

5.1.2  Ｂ₁社により講じられた措置 

Ｂ₁社は、本事故後、次の措置を講じた。 

 (1) 作業管理者及び船長が、次の運航中止基準に従って本件支援作業実施の可

否判断を行い、どちらかが危険と判断した場合、本件支援作業を中止するこ

ととし、その内容を含む本件支援作業手順を作成した。 

  ① 係留ブイ付近に１ｍ以上の波浪が発生し、係留ブイの上面を波が洗い、

または、大きく揺れ、Ｂ船の乗組員等に危険を及ぼす場合。 

② 風速１０m/s 以上、風浪１ｍ以上、うねり２ｍ以上の場合、または、気

象及び海象の悪化が予想される場合。 

(2) 救命胴衣を新替えし、救命胴衣の適切な着用を徹底した。 

(3) 海上自衛隊に対し、本件仕様書の職務権限等について、明確に記載するよ

う要望した。 

(4) Ａ船、Ｂ船及び海上自衛隊の３者によるブイ係留作業の実施の可否決定に

関する協議を行い、同３者の意見が異なる場合には、作業を中止することと

した。 
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5.1.3 海上自衛隊により講じられた措置 

海上自衛隊は、本事故後、次の再発防止策を採った。 

 (1) 硫黄島西方沖の４基の係留ブイに囲まれた海域の水深が約６ｍ以上となる

よう、同ブイを南西方約１００ｍにそれぞれ移設した。 

   (2) 作業組織及び編成の見直しを実施し、ブイ係留作業等に関わる人員を増員

した。 

(3) 気象観測員による気象及び海象の継続的な観測を実施し、気象及び海象 

データを常時把握できる体制を構築した。 

   (4) 海上自衛隊及び請負会社の責務及び権限の明確化を図るため、作業管理者

が本件支援作業の実施の可否を決定する旨を、海上自衛隊がブイ係留作業等

の安全が確保できないと判断した場合にはブイ係留作業等を中止させる旨を

本件仕様書にそれぞれ追記した。 

(5) 海上自衛隊及び請負会社合同のＢ船及びＣ船を使用した溺者救助訓練を行

うこととし、救難ヘリコプタの派遣要請から離陸するまでの時間を従前より

短縮するように部内規則を変更した。  
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付図１ 事故発生場所概略図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１件目の事故発生場所（Ａ船乗揚） 

（平成３０年１１月２１日 ０７時５５分ごろ発生） 

発着場 

管理者Ｂ、指揮官Ｃ等

の待機場所 

２件目の事故発生場所 

（Ｂ船転覆） 

（平成３０年１１月２１日  

１０時５６分ごろ発生） 

３件目の事故発生場所 

（Ｃ船転覆） 

（平成３０年１１月２１日 

 １１時３０分ごろ発生） 

硫黄島飛行場灯台 

東京都小笠原村硫黄島 

１番ブイ ２番ブイ 

３番ブイ 

４番ブイ 

Ａ船の錨地 
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付図２ Ａ船の航行経路図 
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